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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

にかかる研修について 
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者にかかる研修について 

 

１，サービス管理責任者等として従事するには 

 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、以下の要件を満たす必要があ

ります。 

 

実務経験年数 保有する資格等により必要年数が異なります。 

研修修了要件 ・基礎研修、実践研修を修了 

・資格維持のためには、実践研修を修了した者は、翌年度から５年間の間に 

更新研修を修了する必要あり（研修受講においても実務経験要件有） 

 

※旧カリキュラムのサービス管理責任者等研修を修了済みの方は、新体系施行後５年間（R5 年度末まで）

は更新研修修了前でも引き続きサービス管理責任者等として業務可能ですが、R5 年度中に更新研修を修

了する必要があるため注意してください。 

 

 

 ★研修受講における実務経験要件（※配置に必要な実務経験要件ではありません） 

 

※令和 2 年度にサービス管理責任者等基礎研修を受講し、現在みなしサービス管理責任者（または、み

なし児童発達支援管理責任者）として配置されている方は、令和 5 年度内の基礎研修終了後 3 年を経過

する日までに必ず実践研修を修了してください。 

 

 

 

 

 

基礎研修 実践研修 更新研修 

サービス管理責任者等として

の実務経験要件を満たす２年

前から受講可。 

基礎研修修了後２年以上、サ

ービス管理責任者・児童発達

支援管理責任者としての一定

程 

度の業務経験。 

過去５年間に２年以上のサー

ビス管理責任者・児童発達支

援管理責任者・管理者・相談

支援専門員の実務経験。 

又は 現にこれらの業務に従

事していること。 
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２，研修実施時期について 

 

令和 5 年度におけるサービス管理責任者等にかかる和歌山県の研修については、以下の通りです。研修

案内については、県障害福祉課ホームページに掲載されますので、随時確認をお願いします。 

 

事業者の方向けの研修情報 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp) 

 

≪相談支援事業従事者養成研修≫ 

初任者研修 B 募集：5 月初旬予定 

日程：6 月下旬予定 

 

 

 

≪サービス管理責任者等研修≫ 

・例年、実施の 2 か月前より募集開始 

基礎研修 日程：9 月～１０月頃実施予定 

 

相談支援従事者初任者研修 B 以上を受講・修了している必要があります 

実践研修 日程：1 月～2 月頃実施予定 

対象：R１～３年度に基礎研修を受講し、R5 年度以降サービス管理責任者等とし

て従事する予定の方 

 

基礎研修終了後、2 年以上の実務経験が必要です。 

更新研修 日程：7 月頃実施予定 

対象：旧サービス管理責任者等研修（平成 30 年度以前に実施されたサービス管

理責任者等研修を修了した方 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/kensyu/d00204946.html
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（参考）令和元年度の制度見直しについて 
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（参考２）サービス管理責任者等 実務経験要件 
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